
富
士
門
流
の
所
伝
で
は
、
興
師
は
宗
棚
の
嫡
弟
と
し
て
本
因
妙
抄

百
六
箇
相
承
の
両
巻
血
豚
、
身
延
相
承
・
池
上
相
承
と
い
わ
れ
る
二

筒
相
承
の
付
属
を
受
け
、
弘
安
五
年
十
月
、
宗
祖
入
滅
の
時
よ
り
正

応
元
年
（
改
元
弘
安
十
一
年
）
（
一
二
八
八
）
十
二
月
、
身
延
離
山

に
至
る
六
年
間
、
身
延
の
惣
貫
首
と
し
て
居
住
さ
れ
て
い
た
と
い

、
『
ノ
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
知
悉
の
こ
と
で
あ
る
が
、
第
一
に
歴
史
的

事
実
の
上
か
ら
、
第
二
に
付
属
さ
れ
た
相
承
の
文
献
批
判
よ
り
見
て

根
本
的
に
成
立
の
典
拠
を
失
っ
て
い
る
。

ま
ず
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
は
日
蓮
教
団
全
史
上
（
Ｐ
五
二
、
Ｐ

五
八
、
Ｐ
六
七
）
に
詳
細
に
論
及
し
て
お
い
た
か
ら
こ
れ
に
譲
る
。

妙
蓮
寺
日
眼
著

五
人
所
破
抄
見
聞
の
価
値

’
二
箇
相
承
の
成
立
に
関
し
Ｉ

宮
崎
英
修

次
に
本
因
妙
抄
、
百
六
筒
相
承
に
つ
い
て
は
大
石
寺
の
故
堀
日
亨
師

は
こ
の
両
巻
血
豚
の
一
々
の
条
目
に
つ
き
、
二
本
線
、
一
本
線
の
傍

線
と
、
線
を
ひ
か
ぬ
分
の
三
つ
に
区
別
し
、
二
本
線
は
疑
義
あ
り
、

一
本
線
に
は
支
障
の
な
い
加
繁
分
、
線
を
引
か
ぬ
所
は
支
障
の
な
い

簡
所
と
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
謝
が
偽
作
で
あ
る
こ
と
を

認
め
た
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
な
お
本
書
の
正
当
性
を
強
調

し
よ
う
と
し
て
創
価
学
会
編
の
新
編
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
に
は
不

都
合
な
と
こ
ろ
、
即
ち
二
本
線
の
傍
線
箇
所
は
削
除
し
、
一
本
線
の①

箇
所
も
傍
線
を
と
っ
て
従
来
の
普
通
の
形
態
に
直
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
て
原
本
と
異
る
も
の
に
造
り
か
え
た
が
、
こ
の
措
置
は
後
人

を
迷
わ
さ
し
め
ぬ
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ

て
両
巻
血
肺
は
自
か
ら
、
文
献
的
価
値
を
喪
失
し
た
も
の
と
い
え
よ

』
《
’
ザ
○

二
筒
相
承
は
宗
祖
滅
後
百
四
五
十
年
ご
ろ
の
成
立
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
大
石
寺
流
で
は
こ
の
書
は
日
興
が
宗
祖
よ
り
付
屈
さ
れ

た
も
の
で
正
本
の
存
し
た
こ
と
は
要
法
寺
日
辰
が
原
本
の
通
り
に
臨

写
し
た
も
の
の
存
Ｌ
て
い
る
こ
と
で
証
明
で
き
、
身
延
派
で
は
祖
滅

百
四
五
十
年
ご
ろ
の
成
立
と
い
う
け
れ
ど
も
、
祖
滅
約
百
年
の
康
暦

(巧8）



二
年
昼
三
八
○
）
妙
蓮
寺
曰
眼
の
欝
で
あ
る
五
人
所
破
抄
見
聞
に

二
簡
相
承
の
文
が
見
え
る
か
ら
妄
倫
で
あ
る
℃
そ
し
て
こ
の
相
斌
の

正
本
は
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
二
月
六
日
、
亜
須
本
門
寺
の
霊
宝

が
武
田
氏
及
び
西
山
本
門
寺
の
衆
徒
に
盗
奪
わ
れ
て
紛
失
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
っ
て
反
論
し
て
い
る
。

ざ
て
、
正
本
の
存
し
た
唯
一
の
証
拠
と
な
る
日
辰
の
臨
写
は
日
辰

の
極
諜
と
共
に
江
戸
期
に
版
行
さ
れ
現
在
で
は
稀
慨
本
で
あ
る
が
七

・
八
年
前
、
創
価
学
会
刊
行
の
聖
教
グ
ラ
フ
に
写
真
で
大
々
的
に
紹

介
さ
れ
、
堀
師
も
そ
の
詳
伝
（
Ｐ
一
五
三
）
に
原
寸
、
形
態
を
紹
介

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
の
正
本
臨
写
の
版
と
い
う
池
上

州
承
を
委
細
に
見
る
と
一
‐
日
興
為
二
坪
溶
岬
久
述
寺
別
当
二
と
あ

◎
Ｏ
○
・

る
。
身
延
山
は
「
シ
ン
エ
ン
ザ
ン
」
と
発
音
す
る
か
ら
こ
れ
を
同
様

○

の
発
音
「
身
遠
山
」
と
し
て
し
ま
っ
た
。
身
延
は
「
ミ
ノ
ブ
」
と
読

ん
で
一
‐
シ
ン
エ
ン
」
と
い
う
読
み
方
は
宗
棚
に
は
全
く
な
い
。
こ
の

聯
恰
を
知
ら
ぬ
後
代
の
偽
作
者
が
諜
通
の
山
サ
の
如
く
に
縦
み
な
ら

わ
し
て
い
た
た
め
一
‐
延
」
を
「
遠
」
と
沓
き
し
る
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
九
石
毒
で
い
う
正
本
と
は
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
妙
蓮
寺
日
眼
の
蕃
醤
に
二
簡
摺
率
が
職
せ
戯
れ
て
い
る
と
い

う
が
、
こ
れ
は
日
限
の
名
に
仮
托
し
た
偽
書
で
、
論
証
の
依
拠
に
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ば
後
に
詳
論
す
る
。

第
三
に
二
簡
相
承
の
正
本
は
天
正
十
年
に
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
が
、
こ
れ
よ
り
二
十
八
年
後
の
慶
長
十
六
年
十
二
月
十
五
日
、

家
康
に
真
筆
を
御
覧
に
供
し
た
事
実
が
あ
る
。

今
晩
富
士
本
門
寺
校
測
》
荷
相
承
日
鰈
後
藤
少
三
郎
備
二
御

・
フ

ハ
言
一

や
一
」
一
一
加
ソ

ノ

ー
ス
ヲ

覧
一
、
其
詞
云
釈
尊
五
十
年
仏
法
、
Ⅲ
蓮
阿
闇
梨
、
日
興
附
一
屈
之
一

ヲ
テ
・
ズ
ル
ニ
ヲ

ー
ル
テ

ナ
リ

テ

云
々
、
是
以
按
し
之
、
町
蓮
爾
前
之
教
不
レ
捨
事
分
明
、
後
来
至
二

二

ク

シ

テ

．

？

二

ニ

テ

ヲ

末
派
一
、
暗
二
本
源
一
而
僅
以
二
四
十
余
年
未
顕
真
実
之
一
語
一
爾
前

シ
ト
ス
ヲ
レ
ル

ー
ー

テ
二

之
教
、
可
し
ま
碩
之
一
、
匙
非
一
雨
師
立
本
意
一
者
也
、
於
二
御
前
一

リ
有
二
沙
汰
一

こ
れ
は
後
藤
圧
三
郎
光
次
が
慶
長
十
六
年
よ
り
二
十
年
に
わ
た
っ
て

駿
府
の
出
来
事
を
記
し
た
駿
府
記
の
記
審
で
あ
る
。
紛
失
し
た
は
ず

の
二
簡
相
承
、
聖
人
直
筆
と
い
う
も
の
が
ま
た
出
て
き
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
偽
飛
、
謀
飛
を
籏
生
さ
せ
て
い
る
さ
ま
は
、
そ
の
餓

烈
な
妄
執
を
覚
え
ざ
せ
か
え
っ
て
凄
惨
で
さ
え
あ
る
。

さ
て
、
本
論
の
五
人
所
破
抄
見
聞
の
真
偽
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。

本
替
は
胤
蓮
宗
宗
学
全
蕎
興
尊
集
、
・
祷
士
宗
学
要
集
等
に
職
せ
ら
れ

(159')



て
い
る
が
、
本
書
の
著
者
日
眼
は
南
条
時
光
の
子
と
伝
え
、
下
条
妙

蓮
寺
三
世
と
な
っ
て
住
し
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
二
月
二
十
二
日

入
寂
と
い
う
。
世
寿
は
不
詳
、
蒋
沓
は
こ
の
見
聞
の
み
で
あ
る
。

こ
の
見
聞
に
は
冒
頭
の
題
号
の
下
に
「
釈
日
眼
述
」
と
あ
り
、
奥

塞
画
に伝

写
本
云
康
暦
二
庚
申
年
六
月
四
日
番
恥
。
本
化
末
弟
日
眼
判
」

（
宗
全
二
Ｐ
五
三
五
）
（
富
宗
要
四
Ｐ
二
六
）

と
記
し
て
い
る
。
一
般
に
こ
の
よ
う
な
年
記
の
書
き
方
は
直
ち
に

時
代
的
通
格
の
批
判
対
照
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
年
号
、
年
数
、
干

支
、
年
月
日
と
い
う
書
方
は
戦
剛
時
代
の
末
ご
ろ
か
ら
稀
に
見
ら
れ

始
め
、
江
戸
期
に
入
っ
て
間
も
な
く
一
般
的
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て

鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
の
通
格
は

Ｏ

康
暦
二
年
艇
申
六
月
四
日

と
記
し
決
し
て

ｏ

康
暦
二
庚
申
年
六
月
四
日

と
は
識
か
な
い
。
こ
の
年
記
記
戦
に
つ
い
て
は
、
こ
の
見
聞
の
本
識

「
五
人
所
破
抄
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
日
順
の
著
と
す
る
従
来
の

所
説
を
否
定
し
、
日
代
の
著
と
す
べ
き
を
論
じ
た
拙
稿
「
興
門
初
期

の
分
裂
と
方
便
品
読
不
読
論
’
五
人
所
破
抄
の
著
者
に
つ
い
て
ｌ
」

（
大
崎
学
報
一
二
二
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

次
に
「
日
興
奏
二
公
家
一
、
訴
一
武
家
一
云
」
の
文
を
註
す
る
条
下
に

総
ジ
テ
公
家
伝
奏
ト
云
テ
当
御
代
ハ
勧
修
寺
殿
、
広
橋
殿
下
ト
伝

奏
衆
ヲ
イ
フ
ナ
リ
（
宗
全
二
Ｐ
五
一
八
富
宗
要
四
Ｐ
二
）

と
記
し
て
い
る
。
伝
奏
（
テ
ン
ソ
ウ
）
と
は
親
王
家
、
摂
家
、
及
び

武
家
、
寺
社
等
の
奏
請
を
伝
奏
す
る
こ
と
を
司
ど
る
公
卿
の
役
で
、

古
事
類
苑
の
指
摘
に
よ
れ
ば
安
徳
天
皇
の
時
、
院
の
伝
奏
が
あ
っ
た

と
い
い
、
天
皇
の
為
の
伝
奏
は
建
武
中
興
の
時
始
め
て
制
せ
ら
れ
た

と
い
う
。
建
武
年
間
記
の
伝
奏
詰
番
に
よ
れ
ば
、

一
番
二
、
三
、
十
二
、
十
三
、
廿
二
、
廿
三
日
菊
亭
前
右
大
臣

兼
季
万
里
小
路
一
位
宣
腸
（
大
納
言
）
三
条
中
納
言
右
京
大
夫

洞
院
左
術
門
督
実
世
（
権
中
納
言
）
大
弐
経
顕
（
勧
修
寺
・
参
議
）

二
番
四
、
五
、
十
四
、
十
五
、
廿
四
、
廿
五
日
久
我
刑
部
卿

（
前
右
大
臣
・
長
通
）
堀
川
大
納
言
（
具
親
）
侍
従
中
納
言
大

蔵
卿
（
三
条
公
明
）
四
条
中
納
言
修
理
大
夫
隆
資
右
大
弁
宰
相

清
忠
（
坊
門
）
三
番
七
、
八
、
十
七
、
十
八
、
廿
七
、
廿
八
日

洞
院
右
大
臣
公
賢
葉
室
前
権
大
納
言
按
察
使
長
隆
前
民
部
卿
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別
当
光
経
（
九
条
）
中
御
門
前
中
納
言
冬
定
左
大
弁
宰
相
実

治
（
三
条
）

四
番
十
、
十
一
、
廿
、
廿
一
、
廿
九
、
冊
日
吉
田
前
内
大
臣

民
部
卿
定
房
三
条
前
大
納
言
宮
内
卿
（
実
忠
）
文
蹴
博
士

（
前
中
納
言
平
維
継
）
中
御
門
前
宰
相
経
宜
日
野
宰
相
資
明

（
群
書
類
従
十
七
雑
部
）

噂
二
十
名
の
公
卿
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
心
た
だ
し
、
南
北
対
立
す
る

に
至
り
消
滅
し
た
。

さ
て
足
利
幕
府
の
こ
ろ
に
な
る
と
武
家
伝
奏
、
寺
社
伝
奏
が
設
け

ら
れ
、
ま
た
即
位
、
改
元
、
凶
事
等
に
は
臨
時
に
伝
奏
が
お
か
れ

た
。
と
こ
ろ
で
、
武
家
伝
奏
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
に
は
じ
め

て
設
け
ら
れ
て
い
る
。

正
長
元
二
、
十
一
裏
松
義
資
（
日
野
、
権
中
納
言
）

同
同
万
里
小
路
時
房
（
権
大
納
言
）

可
同
勧
修
寺
経
興
（
経
成
、
権
中
納
言
）

こ
の
三
人
の
在
任
期
間
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
年
よ
り
八
年
後

の
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
広
儒
権
中
納
言
兼
卿
が
武
家
伝
奏
に
任

ぜ
ら
れ
た
が
、
十
月
十
七
日
、
将
軍
義
教
は
兼
卿
の
伝
奏
を
免
じ
て

参
議
左
中
将
中
山
定
親
に
代
え
、
雅
卿
の
所
領
を
没
収
し
て
定
親
及

③

び
権
中
納
言
正
親
町
三
条
実
雅
に
分
ち
与
え
て
い
る
。
爾
来
、
定
親

は
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
三
月
ま
で
伝
奏
を
勤
め
た
が
、
そ
の
間

斑
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
十
一
月
二
十
二
日
、
前
内
大
臣
万
里
小
路

時
腸
が
再
任
さ
れ
、
正
親
町
三
条
実
雅
も
共
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

但
し
、
こ
の
二
人
の
在
任
期
間
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
両
年
の
任
期

で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
中
山
定
親
の
み
が
出
て
い
る
。
文
安
五

年
、
定
親
が
や
め
て
の
ち
、
武
家
伝
奏
は
お
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
文
安
五
年
よ
り
二
十
年
後
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
前

権
中
納
言
広
橋
綱
光
が
伝
奏
に
任
ぜ
ら
れ
、
三
年
後
の
文
明
二
年

（
一
四
七
○
）
前
権
中
納
言
勧
修
寺
教
秀
が
加
え
ら
れ
、
文
明
九
年

ま
で
綱
光
、
教
秀
の
二
人
で
勤
め
て
い
る
。
文
明
九
年
二
〃
当
時
椎

大
納
言
綱
光
が
没
し
た
の
で
そ
の
子
参
議
兼
顕
が
任
ぜ
ら
れ
た
が
、

わ
ず
か
三
年
に
し
て
文
明
十
一
年
に
没
し
た
の
で
、
日
野
政
資
が
代

っ
て
任
に
つ
き
、
勧
修
寺
教
秀
、
日
野
政
資
の
二
人
が
爾
来
約
二
十

年
間
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
政
資
、
同
五
年
数
秀
の
没
年
ま
で

④

つ
と
め
て
い
る
。

但
し
、
こ
の
記
事
の
中
納
言
日
野
政
資
は
公
卿
補
任
に
よ
れ
ば
二
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十
七
才
の
没
で
、
文
明
十
一
年
は
十
一
才
、
伝
奏
に
な
る
に
は
年
も

官
位
も
備
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
誤
記
で
あ
ろ
う
。
今
、
こ
の
糺
明
は

お
い
て
、
こ
の
二
人
の
代
わ
り
に
は
翌
五
年
高
倉
永
康
、
同
年
教
秀

の
子
権
中
納
言
政
顕
が
伝
奏
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
は
参
議
北
畠
肪

具
が
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
に
任
ぜ
ら
れ
広
橘
家
と
共
に
勤
め
た

こ
と
も
あ
る
が
、
、
水
正
の
こ
ろ
か
ら
は
大
体
、
広
橋
、
勧
修
寺
両
家

が
つ
と
め
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
五
人
所
破
抄
見
聞
に
は
、
前
述
の
如
く
「
総
ジ
テ
公
家
ノ

伝
奏
卜
云
テ
当
御
代
ハ
勧
修
寺
殿
、
広
橋
ナ
ド
伝
奏
衆
ヲ
イ
ブ
也
」

と
あ
る
。
武
家
伝
奏
が
設
け
ら
れ
た
の
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）

で
所
破
抄
見
聞
が
箸
わ
さ
れ
た
と
伝
え
る
康
暦
二
年
（
一
三
八
○
）

よ
り
四
十
八
年
も
の
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
は
日
野
（
号
裏

松
）
、
万
里
小
路
、
勧
修
寺
の
三
家
で
、
こ
れ
は
短
期
間
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
勧
修
寺
、
広
協
二
家
が
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
こ
の
時
よ

り
四
十
二
年
も
後
、
文
明
二
年
（
一
四
七
○
）
以
降
で
、
そ
れ
も
九

年
間
そ
の
後
は
二
家
が
共
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
ま
だ
ま
だ
後
の
こ

と
で
あ
る
。

所
破
抄
見
聞
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
勧
修
寺
、
広
橋
の
両
伝
奏
は
あ

た
か
も
世
間
一
般
周
知
の
役
柄
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
表
現
を
す
る
の
は
室
町
末
期
の
、
水
正
年
間
（
一
五
○
○
ご
ろ
）

以
降
の
こ
と
で
こ
う
し
た
伝
奏
衆
が
百
四
、
五
十
年
前
に
存
す
る
は

ず
は
な
い
。
当
然
、
本
沓
は
勧
修
寺
、
広
橋
両
伝
奏
の
存
在
が
周
知

の
こ
と
と
な
っ
た
時
代
の
雌
物
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
も
し

か
り
に
、
所
破
抄
見
聞
が
勧
修
寺
、
広
橋
両
家
が
始
め
て
つ
と
め
た

時
代
、
文
明
初
年
に
著
わ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
康
暦
二
年
よ
り
九
十

年
も
の
ち
の
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
年
記
の
識
語
、
伝
奏
の
設
置
時
期
及
び
人
名
の
点
か
ら
考

え
る
と
、
本
書
を
妙
蓮
寺
日
眼
の
著
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日

眼
の
薪
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
本
譜
の
み
で
他
に
は
残
っ
て
い
な
い

が
、
恐
ら
く
後
人
が
日
眼
の
出
自
が
南
条
氏
と
い
う
大
石
寺
に
と
っ

て
名
門
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
著
者
不
詳
の
本
書
を
こ
の
人
に
仮
托
し

た
か
、
或
は
他
に
日
眼
な
る
人
が
あ
っ
て
こ
の
人
の
著
書
が
同
名
の

妙
蓮
寺
日
眼
に
ふ
り
か
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
本
書

は
如
何
に
早
く
と
も
文
明
二
年
以
降
で
な
け
れ
ば
作
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。

従
っ
て
、
日
蓮
正
宗
の
人
々
が
本
書
に
「
日
蓮
聖
人
之
御
付
属
弘

(162)



安
五
年
九
月
十
二
日
、
何
十
月
十
三
日
ノ
御
入
滅
ノ
時
ノ
御
判
形
分

明
也
」
と
宗
祖
滅
後
九
十
九
年
の
康
暦
二
年
に
著
わ
さ
れ
た
所
破
抄

見
聞
に
明
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
コ
ー
簡
相
承
は
身
延
派
で
は
宗
祖

滅
後
百
四
五
十
年
頃
の
成
立
」
と
い
う
妄
論
は
成
立
し
な
い
こ
と
明

②

白
で
あ
る
。
と
い
う
反
論
は
全
然
価
値
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
、
こ
れ
ま
た
明
白
で
あ
る
。

註
①
富
士
宗
学
要
集
㈲
相
伝
部
Ｐ
一
、
Ｐ
九
、
Ｐ
二
五
日
蓮
正
宗
新
緬
日
蓮

大
聖
人
御
書
全
集
Ｐ
八
五
四
の
両
本
を
比
較
対
照
せ
よ
、
堀
日
亨

當
士
日
興
上
人
詳
伝
Ｐ
五
一
三

②
創
価
学
会
縞
創
価
学
会
批
判
の
妄
説
を
破
す
Ｐ
四
七
堀
日
亨

富
士
日
興
上
人
詳
伝
Ｐ
一
五
六

な
お
二
箇
相
承
の
般
古
の
写
本
は
、
本
是
院
日
叶
（
京
都
住
本
寺
僧
）

の
ち
左
京
阿
闇
梨
日
教
と
い
い
、
大
石
寺
日
有
に
帰
し
た
人
の
著
に
出
る

も
の
で
、
大
石
寺
に
帰
伏
す
る
以
前
の
著
「
百
五
十
箇
条
」
第
十
一
条
に

あ
り
。
㈹
現
行
本
即
ち
宗
学
全
書
第
二
巻
三
三
頁
、
富
士
宗
学
要
集
、
新

編
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
と
、
少
し
文
言
に
異
同
あ

る
も
の
。

㈲
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
六
月
十
日
著
「
類
聚
翰
私
集
」
と
、
翌
延
徳

元
年
十
一
月
四
日
時
の
大
石
寺
主
日
鎮
の
命
に
よ
っ
て
著
し
た
「
六
人
立

義
抄
私
記
」
（
上
）
に
は
現
行
本
と
反
対
、
即
ち
同
番
弘
安
五
年
九
月
十

三
日
の
相
承
は
現
行
本
十
月
十
三
日
の
池
上
相
承
で
あ
り
、
同
番
の
十
月

十
三
日
の
相
承
は
現
行
本
九
月
日
（
日
付
は
書
い
て
な
い
）
相
承
の
身

延
相
承
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
石
寺
で
や
か
ま
し
く
い
う
二
箇
相
承
に
は
二
種
類
、
文
句

目
ケ
①
国
日
ロ
四
国
冑
ご
画
い
①
ｇ
〃
房
の
因
酋
の
厨
房
の
具
画
昌
ｌ

一
ぬ
毎
歳
①
旨
尉
昌
①
ご
舜
尋
彦
○
間
ご
画
ユ
の
｝
一
爾
画
己
宅
①
画
馳
色
目
。
①
崗
吋
○
門
国
二
一
①

固
め
の
の
ロ
鐡
巴
両
画
鼻
断
″

１
１
胃
弓
の
廻
国
］
砲
口
固
皐
穴
国
ｏ
ｚ
ｍ
Ｉ
ｌ
ｌ

「
人
間
、
こ
の
不
可
解
な
る
も
の
」
と
い
う
懐
疑
は
人
間
に
よ
っ

て
の
み
も
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
ら
を
反
問
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
人
間
の
意
識
の
段
階
に
お
い
て
（
人
間
精
神
発
達
史
）
特

殊
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
る
一
定
の
段
階
に
あ
る
意
識
」

の
出
入
の
相
違
す
る
の
を
あ
げ
る
と
三
種
或
は
四
種
類
に
も
な
る
。

③
史
料
総
覧
永
享
八
年
十
一
月
十
七
日

看
聞
御
記
、
公
卿
補
任

④
日
本
史
大
年
表

読
史
備
要

読
史
総
覧

地
涌
の
人
間
像
（
そ
の
規
定
性
）

Ｉ
法
華
の
人
開
顕
ｌ

大
嶋
忠
雄

(I63)


